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新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少する等の影響を受けた野菜、花き、
果樹、お茶などの高収益作物を対象として、次期作に前向きに取り組む生産者を支援す
る交付金です。

①市場価格の低迷や出荷先の変更などの影響を受けた、高収益作物である野菜、花き、
果樹、お茶の生産者であり、令和２年２月～４月末までの間に、出荷した実績、又は廃
棄等により出荷できなかった実績があること

②収入保険、農業共済、野菜価格安定対策のセーフティネットに加入していること、又
は加入を検討していること

１．趣旨

２．事業対象者
下記の２つの要件を満たすことが必要です。
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３．支援メニュー

次期作に前向きに取り組む野菜・花き・果樹・お茶等、高収益作物の生産者に対し、
種苗等の資材購入や機械レンタルなど次期作に係る費用を支援します。

栽培方法 対象品目 交付額

露地栽培、施設栽培（下記の
施設栽培を除く）

野菜、花き、果樹、茶 ５万円／１０ａ

加温装置（空調装置）、又は

かん水装置がある施設栽培

花き、大葉、わさび ８０万円／１０ａ

マンゴー、おうとう、ぶどう ２５万円／１０ａ

【支援単価】

（１）需要対応生産支援
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－３－

【取組類型】
次期作に向けた下記の①～⑧（高集約型品目の場合は、①～⑦）までのうち２つ以上

を選択し、その取組を実施した面積が交付対象面積。

取組類型 取組項目

ア 生産・流通コストの削減に資する取組 ①機械化体系の導入

②集出荷経費の削減に資する資材の導入
イ 生産性又は品質向上に要する資材等の導入に資
する取組

③品目・品種等の導入

④肥料・農薬等の導入
⑤かん水設備等の導入

ウ 土づくり・排水対策等作柄安定に資する取組 ⑥土壌改良・排水対策の実施
⑦被害防止技術の導入

エ 作業環境の改善に資する取組

⑧

（１）労働安全確認事項の実施

（２）農業機械への安全装置の追加

オ 事業継続計画の策定の取組 （３）事業継続計画の策定等



－４－

国内外の新たな需要開拓のため、価格競争力を高める新品種の導入や、輸出を視野に
入れた海外の残留農薬基準等に対応した栽培法への転換や、国際水準の有機農業や生産
基盤の強化などの取組を行う生産者を支援します。

取組類型 取組項目
ア 新たな直販等を行うためのＨＰ等の環境整備 ①新規契約の締結

②追加契約の締結
③需要開拓による販路の変更

イ 新品種・新技術導入等に向けた取組 ①都道府県知事が定める新品種の導入
②都道府県知事が定める新技術の導入

ウ 海外の残留農薬基準の対応又は有機農業・ＧＡＰ等
の取組み

①残留農薬基準等への対応
②有機農業の認証取得に向けた取組
③ＧＡＰの認証取得に向けた取組
④ＭＰＳの取得に向けた取組

【支援単価及び取組類型】
次期作に向けた下記のア～ウの取組を行う場合に、１０ａ当たり２万円を支援します。

（２）需要促進支援



産地の取り決めに基づき、まとまって品質の高いものに限定して出荷するなどの工夫
を行う生産者を支援します。

【対象品目】
・花き
・お茶
・施設栽培のおおば及びわさび
・施設栽培のマンゴー、おうとう及びぶどう
・都道府県知事からの協議に基づき、必要性を認められた品目

【交付額の考え方】
（１）産地等の厳選出荷計画や作業日誌等に基づき、作業従事者数及び日数を確認
（２）（１）の資料に基づき、人・日に2,200円を乗じて算定する。
（３）交付額は取組実施者ごとに算定する

（３）厳選出荷に取り組む生産者への支援
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４．事業のながれ

農林水産省関東農政局

鉾田市農業再生協議会

取組実施者（生産者）
申請

応募申請

採択

採択・計画承認

交付申請

交付決定

実績報告

実績報告

交付

交付（定額）



【提出書類】
① 高収益作物次期作支援交付金申請書（様式第６－１号）
② 高収益作物次期作支援交付金取組計画書（様式第６－２号）
③ 面積確認表（鉾田市版）
④ 農業委員会が発行する耕作証明書の申請に係る委任状
⑤ 高収益作物次期作支援交付金取組項目チェックシート
⑥ 取組を実施したことを証明できる根拠資料
⑦ 令和２年２月～４月末日の間に出荷したことが証明できるもの（出荷伝票など）
⑧ 通帳の写し

【提出期限】
令和２年９月２５日（金） 必着

※関東農政局に郵送で提出することから、期限超過の場合は、受付けできませんので、
ご了承ください。

【提出方法】
鉾田市農業振興センターへ郵送（〒311-1414茨城県鉾田市子生378）

－７－

５．交付金申請書の提出



交付金申請書及び根拠資料の記載方法

－８－



１．交付金申請書の記載方法（様式第6-1号）

自筆で住所、氏名を記載ください。
忘れずに押印してください。
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２．取組計画書の記載方法（様式第6-2号） 個人で申請の場合は、こちら
の欄にご記入ください。

法人で申請の場合は、こちら
の欄にご記入ください。
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前作で栽培した品目、次
期作で栽培する、又は栽
培している品目をご記入
ください。

主な用途については、加工・業
務用、又は生食用のどちらかを
選択して、ご記入ください。

令和２年２月～４月末までに出荷した
ことが証明できる品目、数量、出荷先
が記載されている出荷伝票を添付して
ください。
添付したら✔をご記入ください。

前年に作付した品目と作付した面積
（実面積）をご記入ください。
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内容をご確認の上、✔をご記入くださ
い。

内容をご確認の上、✔をご記入くださ
い。

収入保険、農業共済、野菜価格安定制度の
いずれかに加入している場合は、１に✔
をご記入ください。加入していない場合は、
２に✔をご記入ください。
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３．面積確認表の記載方法

○作付している、又は作付予定の面積
の地番をご記入ください。
○栽培している、又は作付予定の面積
をご記入ください。
○栽培している、又は栽培予定の品目
をご記入ください。

ほ場で実施した取組類型に✔
をご記入ください。
一つのほ場につき、２つの取
組が必須。

○農業委員会で発行する耕作証明書で面積を確認するため、地番ごとに面積、及び品
目をご記入ください。

○記載する面積については、利用権設定をしている必要がありますので、利用権設定
をしていない場合は、令和２年度以内に利用権設定を行ってください。

○実績報告時に次期作の品目を栽培していることを証明する必要があるため、各地番
のほ場ごとに写真付きの作業日誌を作成してください。
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４．農業委員会が発行する耕作証明書の申請に係る委任状の記載方法

住所、氏名をご記入し、
必ず押印してください。

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、鉾田市再生協議会が、申請者分を一括
して、鉾田市農業委員会に耕作証明書の発行を申請しますので、委任状の提出ください。
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高収益作物次期作支援交付金を申請するに当たって、取組項目①～⑧までのうち２つ
以上の取組を実施することが必要ですので、取組を実施した項目に✔をご記入くださ
い。

５．取組類型チェックシートの記載方法

※取組は、令和２年４月30日以降に実施し
ていることが必要。

取り組んだ内容の□に
✔をご記入ください。
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６．取組を実施したことを証明する根拠資料について

取組項目 根拠資料

①機械化体系の導入 購入伝票・納品書・作業日誌

②集出荷経費の削減に資する資材の導入 購入伝票・納品書・作業日誌

③品目・品種等の導入 購入伝票・納品書・作業日誌

④肥料・農薬等の導入 購入伝票・納品書・作業日誌

⑤かん水設備の導入 購入伝票・納品書・作業日誌

⑥土壌改良・排水対策の実施 購入伝票・納品書・作業日誌

⑦被害防止技術の導入 購入伝票・納品書・作業日誌

⑧労働安全確認事項の実施 講習会資料・参加者名簿・報告書

⑧農業機械の安全装置の追加 購入伝票・作業日誌

⑧事業継続計画の策定等 計画書・対象者名簿

取組を実施したことを証明するため、下記の根拠資料を提出する必要があります。

※作業日誌については、写真付きのものとする。
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７．労働安全確認事項の根拠資料（１０ａ当たり５万円の申請者のみ）

１０ａ当たり５万円の申請者（野菜・いも類）について、鉾田市では、２つ以上選
択しなければならない取組項目を取組項目⑧の「労働安全確認事項」を推奨している
ので、農林水産省ＨＰに掲載されている「農作業安全啓発動画」を視聴していただき、
報告書を提出ください。
※取組項目⑧については、市が推奨

している取組項目なので、他の取組項
目を選択することも可能です。

必ず動画を視聴し、日付、
住所、氏名を記入し、押印
ください。

※動画の視聴方法は、次のページを参照！
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https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.html

※参考 農作業安全啓発動画の視聴方法

お持ちのスマートフォンかパソコンの検索画面で、下記のＵＲＬ、又は「農林水産省 農作業安
全対策」と入力し、検索すると左下の画面が出てきますので、左下の手順でお進みください。

①赤枠にＵＲＬか、
農林水産省 農作業安全対策と入力

②赤枠の箇所をクリック
③左の動画をクリック
し、視聴してください。
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８．申請書類等チェックシートの記載方法

○申請書類を郵送する前に、必ず
チェックシートにより支援対象者であ
ること、不足書類がないことをご確認
ください。すべての項目に✔が入って
いることを確認ください。

申請対象者の要件を満た
していることを確認し、
✔をご記入ください。

不足書類がないことを確認
し、✔をご記入ください。
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９．高収益作物次期作支援交付金を申請するに当たっての注意事項

（５）交付金の交付を受けた場合は、税務申告上、農業収入の中の雑所得に該当するの
で、必ず確定申告で申告ください。

（１）対象となる取組を実施していない、ほ場は申請できません。

（２）提出した書類については、５年間保存していただく必要があります。

（３）取組を実施したこと、次期作を栽培したことについて、今後、各ほ場ごとの写真
付きの作業日誌が実績報告時に必要になります。

（４）取組を実施していないことや、面積の虚偽申告があった場合は、交付金の全額、
又は、一部を返還していただくとともに、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律（昭和30年法律第179号）」の第29条に基づき、罰則の対象になりますので、ご
注意ください。

（６）提出された申請書及び取組計画書は、申請された内容の一部、又はすべてが承認
されない場合や、交付単価が減額されることがあるのでご了承ください。
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